
目 的 税 の 使 途 内 訳
１ 都市計画税の使途内訳

都市計画税は、「都市計画法」(昭和43年法律第100号)に基づいて行う都市計画事業等に要する費用に充てるために課される目的税であり、次に掲げる事業に充当する。

歳入 （単位：千円）

歳出

２ 入湯税の使途内訳
入湯税は、鉱泉浴場が所在する市町村が、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興及び観光施設の整備

に要する費用に充てることを目的として入湯客に課す目的税であり、次に掲げる事業に充当する。

歳入 （単位：千円）

歳出

３ 引上げ分の地方消費税交付金の使途内訳
引上げ分の地方消費税交付金は、「社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費」に充てるものとされていることから、次に掲げる事業に充当する。

歳入 （単位：千円）

歳出

予 算 科 目 説 明
令 和 ８ 年 度
当 初 予 算

１款
　町税

５項
　都市計画税

１目
　都市計画税 現年課税分 27,787

27,787

予 算 科 目 事 業 名
令 和 ８ 年 度 都 市 計 画 税
事 業 費 充 当 額

８款
　土木費

５項
　都市計画費

１目
　都市計画管理費 下水道運営事業 243,048

予 算 科 目 説 明
令 和 ８ 年 度
当 初 予 算

１款
　町税

６項
　入湯税

１目
　入湯税 現年課税分 5,500

5,500

予 算 科 目 事 業 名
令 和 ８ 年 度 入 湯 税
事 業 費 充 当 額

７款
　商工費

１項
　商工費

２目
　観光費 サンセットプラザ運営事業 33,000

予 算 科 目 説 明
令 和 ８ 年 度
当 初 予 算

７款
　地方消費税交付金

１項
　地方消費税交付金

１目
　地方消費税交付金 地方消費税交付金（社会保障施策分） 111,400

予 算 科 目 事 業 名
令 和 ８ 年 度 地 方 消 費 税
事 業 費 充 当 額

79,006

３款
　民生費

１項
　社会福祉費

１目
　社会福祉費 国民健康保険特別会計繰出事業 95,834 32,394

３款
　民生費

１項
　社会福祉費

４目
　介護福祉費 一般在宅福祉事業 246,305
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